
 

少 年 警 察 活 動 に 関 す る 訓 令 の 制 定 に つ い て  

平 成 20年 ４ 月 １ 日 例 規 （ 少 ） 第 31号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 24年 ６ 月 例 規 （ 少 ） 第 24号  平 成 26年 ５ 月 例 規 （ 交 総 ） 第 29号   

   平 成 26年 ６ 月 例 規 （ 少 ） 第 38号  平 成 27年 ７ 月 例 規 （ 少 ） 第 28号   

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 訓 令 を 制 定 し 、 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た が 、 制 定 の 趣 旨 、 制 定 の 要 点 並

び に 解 釈 及 び 運 用 上 の 留 意 事 項 は 下 記 の と お り で あ る の で 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

な お 、 少 年 警 察 活 動 に 関 す る 訓 令 の 制 定 に つ い て （ 平 成 12年 例 規 （ 少 ） 第 ２ 号 ） 及 び 家 庭 裁 判 所 に

対 す る ぐ 犯 少 年 の 送 致 お よ び 通 告 の 取 扱 い に つ い て （ 昭 和 44年 例 規 （ 防 ） 第 ４ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

記  

第 １  制 定 の 趣 旨  

少 年 警 察 活 動 に つ い て は 、 こ れ ま で 、 少 年 警 察 活 動 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 12年 本 部 訓 令 第 １ 号 。 以

下 「 旧 訓 令 」 と い う 。 ） に よ り 運 営 し て き た と こ ろ で あ る が 、 触 法 少 年 に よ る 凶 悪 事 件 の 発 生 な ど

の 非 行 少 年 の 深 刻 な 現 状 を 受 け 、 触 法 少 年 の 事 件 に つ い て の 警 察 の 調 査 権 限 の 整 備 等 を 内 容 と す る

少 年 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 168号 ） の 一 部 改 正 が な さ れ 、 平 成 19年 11月 、 施 行 さ れ た 。  

こ れ に よ り 、 少 年 事 件 の 捜 査 及 び 調 査 が よ り 適 正 に 行 わ れ る よ う 手 続 及 び 様 式 の 規 定 な ど の 所 要

の 整 備 を 図 る 必 要 が 生 じ た ほ か 、 少 年 の 安 全 に 関 す る 業 務 が 生 活 安 全 部 少 年 課 （ 以 下 「 少 年 課 」 と

い う 。 ） の 所 掌 事 務 に 移 管 と な っ た こ と か ら 、 こ れ に 関 連 す る 規 定 の 新 た な 整 備 が 必 要 と な っ た 。  

こ う し た 情 勢 か ら 、 旧 訓 令 を 廃 止 し 、 新 た に 少 年 警 察 活 動 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 20年 本 部 訓 令 第 12

号 。 以 下 「 訓 令 」 と い う 。 ） を 制 定 す る も の で あ る 。  

第 ２  制 定 の 要 点  

１  「 用 語 の 定 義 」 の 整 理 （ 第 ２ 条 ）  

少 年 法 の 改 正 に 伴 い 、 新 た に 「 低 年 齢 少 年 」 に つ い て 定 義 し た ほ か 、 「 街 頭 補 導 」 、 「 少 年 相

談 」 及 び 「 継 続 補 導 」 の 定 義 を 追 加 す る と と も に 、 「 非 行 集 団 」 の 定 義 の 見 直 し 、 「 た ま り 場 」

の 呼 称 の 廃 止 等 の 定 義 の 整 理 を 行 っ た 。  

２  少 年 警 察 活 動 の 主 体  

(１ ) 少 年 セ ン タ ー 、 相 談 専 門 員 、 ス ク ー ル ・ サ ポ ー タ ー 及 び 少 年 警 察 ボ ラ ン テ ィ ア に 関 す る 規

定 の 新 設 （ 第 ３ 条 、 第 ５ 条 か ら 第 ７ 条 ま で ）  

少 年 相 談 、 継 続 補 導 及 び 被 害 少 年 支 援 を 実 施 す る 上 で 少 年 警 察 活 動 の 拠 点 と し て 重 要 性 が 高

ま っ て い る 千 葉 県 警 察 少 年 セ ン タ ー （ 以 下 「 少 年 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） に つ い て 規 定 す る と と

も に 、 複 雑 な 少 年 相 談 の 処 理 及 び 指 導 に お い て 専 門 的 役 割 を 担 う 立 場 で あ る 相 談 専 門 員 、 嘱 託

と し て 学 校 等 に お い て 活 動 を 行 う ス ク ー ル ・ サ ポ ー タ ー 及 び 公 安 委 員 会 、 本 部 長 又 は 生 活 安 全

部 少 年 課 長 （ 以 下 「 少 年 課 長 」 と い う 。 ） か ら 委 嘱 さ れ た 少 年 警 察 ボ ラ ン テ ィ ア に つ い て 規 定

し た 。  

(２ ) 少 年 補 導 専 門 員 の 業 務 の 追 加 （ 第 ４ 条 ）  

少 年 補 導 専 門 員 の 業 務 に 、少 年 に 対 す る 犯 罪 の 防 止 を 目 的 と し た「 少 年 の 安 全 に 関 す る 業 務 」

を 追 加 し て 規 定 し た 。  

３  少 年 を 犯 罪 か ら 守 る た め の 対 策 （ 第 27条 か ら 第 29条 ま で ）  

平 成 20年 ４ 月 、少 年 課 の 所 掌 事 務 に「 少 年 の 安 全 に 関 す る こ と 」が 業 務 移 管 さ れ た こ と に 伴 い 、

訓 令 に お い て も 少 年 を 犯 罪 か ら 守 る た め の 対 策 を 規 定 し た 。  

４  触 法 調 査 に 関 す る 規 定 の 新 設  

(１ ) 触 法 少 年 事 件 の 調 査 及 び 管 理 （ 第 57条 及 び 第 58条 ）  

触 法 少 年 事 件 調 査 を 適 正 に 運 用 す る た め 、  

・  原 則 と し て 警 察 官 が 調 査 す る も の と す る が 、 本 部 長 の 指 定 を 受 け た 少 年 補 導 専 門 員 は 警 察

官 の 命 を 受 け 、 触 法 行 為 の 事 実 以 外 を 調 査 で き る  

・  署 長 は 、 個 々 の 触 法 調 査 に つ き 調 査 主 任 官 を 指 名 し て 管 理 す る  



こ と と し た 。  

(２ ) 触 法 少 年 事 件 に 係 る 押 収 物 の 措 置 （ 第 64条 ）  

押 収 物 を 還 付 す る こ と が で き な い 場 合 の 還 付 に 関 す る 公 告 の 手 続 及 び 押 収 物 を 県 に 帰 属 さ せ 、

又 は 廃 棄 処 分 若 し く は 換 価 処 分 す る 手 続 を 新 た に 規 定 し た 。  

(３ ) 触 法 少 年 事 件 の 送 致 （ 第 66条 ）  

触 法 少 年 事 件 調 査 の 結 果 、 少 年 法 第 ６ 条 の ６ 第 １ 項 に 該 当 す る 触 法 少 年 が 故 意 の 犯 罪 行 為 に

よ り 被 害 者 を 死 亡 さ せ た 罪 、 死 刑 又 は 無 期 若 し く は 短 期 ２ 年 以 上 の 懲 役 若 し く は 禁 錮 に 当 た る

罪 そ の 他 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に 付 す る こ と が 適 当 で あ る と 思 料 す る 触 法 少 年 事 件 は 、 少 年 警 察 活

動 規 則 （ 平 成 14年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 20号 。 以 下 「 活 動 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 児 童 相

談 所 長 に 送 致 し な け れ ば な ら な い こ と を 明 確 に し た 。  

５  ぐ 犯 調 査 に 関 す る 規 定 の 整 備  

(１ ) ぐ 犯 少 年 事 件 の 調 査 及 び 管 理 （ 第 72条 及 び 第 73条 ）  

ぐ 犯 少 年 事 件 調 査 を 適 正 に 運 用 す る た め 、  

・  警 察 官 及 び 本 部 長 の 指 定 を 受 け た 少 年 補 導 専 門 員 が 調 査 す る  

・  署 長 は 、 個 々 の ぐ 犯 調 査 に つ き 調 査 主 任 官 を 指 名 し て 管 理 す る  

こ と と し た 。  

(２ ) ぐ 犯 少 年 事 件 の 送 致 ・ 通 告 （ 第 76条 ）  

ぐ 犯 少 年 事 件 は 、 活 動 規 則 に 基 づ き 、 当 該 少 年 の 年 齢 、 非 行 の 危 険 性 及 び 要 保 護 性 に よ り 判

断 し て 家 庭 裁 判 所 へ 送 致 又 は 児 童 相 談 所 へ 通 告 す る こ と を 明 確 に し た 。  

６  記 録 に 関 す る 規 定 の 整 備 （ 第 93条 か ら 第 96条 ま で ）  

触 法 少 年 、 ぐ 犯 少 年 及 び 要 保 護 少 年 の 調 査 の 経 過 を 明 ら か に す る た め 、 少 年 事 件 処 理 簿 、 少 年

事 案 処 理 簿 及 び 少 年 事 案 処 理 確 認 簿 の 様 式 を 定 め 、 呼 出 簿 及 び 令 状 請 求 簿 の 備 付 け を 規 定 し た 。  

第 ３  解 釈 及 び 運 用 上 の 留 意 事 項  

１  保 護 者 の 意 義 （ 第 ２ 条 ）  

少 年 に 対 し て 法 律 上 監 護 教 育 の 義 務 の あ る 者 及 び 少 年 を 現 に 監 護 す る 者 を い い 、 学 校 関 係 者 、

職 場 関 係 者 等 は 保 護 者 に は 当 た ら な い 。  

２  少 年 事 件 選 別 主 任 者 等 の 職 務 （ 第 13条 ）  

少 年 事 件 選 別 主 任 者 は 、少 年 事 件 選 別 検 討 表（ 別 記 第 １ 号 様 式 ）を 活 用 し 、少 年 の 措 置 の 選 別 、

処 遇 意 見 等 の 決 定 が 、 少 年 の 特 性 に つ い て 十 分 踏 ま え た も の と な る よ う 、 署 長 に 意 見 を 述 べ る も

の と す る 。  

３  継 続 補 導 の 取 扱 い （ 第 24条 ）  

第 ４ 項 の 「 そ の 他 の 事 情 」 の 例 と し て は 、 署 担 当 職 員 と 少 年 と の 間 で 、 良 好 な 関 係 が 保 持 さ れ

て い る 場 合 等 が 挙 げ ら れ る 。  

４  少 年 の 社 会 参 加 活 動 （ 第 30条 ）  

少 年 の 非 行 の 防 止 や 保 護 の た め に は 、 少 年 に 対 し て そ の 身 体 的 ・ 精 神 的 よ り ど こ ろ と な る 居 場

所 を 提 供 す る こ と が 重 要 で あ る 。 少 年 の 社 会 参 加 活 動 の 例 と し て は 、 署 の 道 場 等 に お け る 少 年 柔

剣 道 教 室 、 公 園 の 清 掃 、 落 書 き 消 し 等 の 環 境 美 化 活 動 、 福 祉 施 設 の 訪 問 等 が 挙 げ ら れ る 。  

５  少 年 警 察 部 門 以 外 の 部 門 が 担 当 で き る 事 件 （ 第 37条 ）  

(１ ) 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 犯 罪 少 年 事 件  

故 意 の 犯 罪 行 為 に よ り 被 害 者 を 死 亡 さ せ た 罪 の 事 件 で あ っ て 、 そ の 罪 を 犯 す と き 16歳 以 上 の

少 年 に 係 る 事 件  

(２ ) 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る 犯 罪 少 年 事 件  

死 刑 又 は 無 期 若 し く は 長 期 ３ 年 を 超 え る 懲 役 若 し く は 禁 錮 に 当 た る 罪  

(３ ) 第 １ 項 第 ６ 号 に 該 当 す る 犯 罪 少 年 事 件 又 は 触 法 少 年 事 件  

業 務 上 過 失 致 死 傷 又 は 自 動 車 の 運 転 に よ り 人 を 死 傷 さ せ る 行 為 等 の 処 罰 に 関 す る 法 律 （ 平 成

25年 法 律 第 86号 ） 第 ２ 条 か ら 第 ５ 条 ま で に 規 定 す る 事 件  

６  犯 罪 少 年 事 件 の 取 調 べ 上 の 留 意 事 項 （ 第 49条 ）  

少 年 の 被 疑 者 の 取 調 べ を 行 う 場 合 に お い て 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 少 年 と 同 道 し た 保 護 者

そ の 他 適 切 な 者 を 立 ち 会 わ せ る こ と は 、 少 年 に 無 用 の 緊 張 を 与 え る こ と を 避 け 、 真 実 の 解 明 の た

め の 協 力 や 事 後 の 効 果 的 な 指 導 育 成 の 効 果 を 期 待 す る と い う 趣 旨 に 基 づ く も の で あ る 。 し た が っ



て 、 適 切 と 認 め ら れ る 者 で あ る か ど う か は 、 少 年 の 保 護 又 は 監 護 の 観 点 か ら 判 断 さ れ る も の で あ

り 、 通 常 、 少 年 を 保 護 又 は 監 護 す る 者 と い え な い 者 は 含 ま れ な い 。 第 ２ 項 第 ３ 号 の 「 そ の 他 適 切

な 者 」 の 例 と し て は 、 少 年 の 在 学 す る 学 校 の 教 員 、 少 年 を 雇 用 す る 雇 用 主 等 が 挙 げ ら れ る 。  

７  触 法 調 査 関 係  

(１ ) 触 法 調 査 の 基 本 （ 第 55条 ）  

第 ２ 項 の 「 可 塑 性 」 と は 、 少 年 が 非 行 か ら 立 ち 直 る 可 能 性 を 意 味 す る 。 同 項 の 「 迎 合 す る 傾

向 に あ る 」 と は 、 少 年 は 、 質 問 の 担 当 者 の 威 圧 感 に い 縮 し 、 反 論 す る こ と が 困 難 で あ る と 感 じ

た 場 合 等 に 、 自 分 の 認 識 等 を 曲 げ て 担 当 者 の 意 図 に 沿 う よ う な 回 答 を し や す い こ と を い う 。 調

査 に 従 事 す る 者 は 、 こ れ ら の 特 性 に つ い て の 深 い 理 解 を も っ て 当 た ら な け れ ば な ら な い 。  

(２ ) 触 法 調 査 を 行 う 職 員 （ 第 57条 ）  

ア  「 少 年 法 第 ６ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 警 察 職 員 の 職 務 等 に 関 す る 規 則 」 （ 平 成 19年 国

家 公 安 委 員 会 規 則 第 23号 ） 第 １ 条 は 、 少 年 補 導 専 門 員 の 職 務 に 関 し 、 「 上 司 で あ る 警 察 官 の

命 を 受 け 、 触 法 少 年 に 係 る 事 件 の 原 因 及 び 動 機 並 び に 当 該 少 年 の 性 格 、 行 状 、 経 歴 、 教 育 程

度 、環 境 、家 庭 の 状 況 、交 友 関 係 等 を 明 ら か に す る た め に 必 要 な 調 査 を 行 う こ と が で き る 。」

と 規 定 し て い る こ と か ら 、触 法 少 年 の 事 件 の 事 実 に つ い て の 調 査 は 警 察 官 が 行 う も の と す る 。 

イ  触 法 少 年 を 発 見 し た 場 合 は 、 触 法 ・ ぐ 犯 少 年 発 見 報 告 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 作 成 す る こ

と 。 た だ し 、 他 の 報 告 書 等 に よ り 触 法 少 年 が 判 明 し て い る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

(３ ) 調 査 主 任 官 （ 第 58条 ）  

調 査 主 任 官 は 、 触 法 少 年 の 人 定 、 年 齢 確 認 及 び 調 査 結 果 に 関 し 触 法 少 年 事 件 チ ェ ッ ク 表 （ 別

記 第 ３ 号 様 式 ）を 作 成 す る こ と に よ り 、触 法 少 年 事 件 の 適 正 な 調 査 及 び 管 理 を 行 う も の と す る 。  

(４ ) 付 添 人 の 選 任 等 （ 第 59条 ）  

改 正 少 年 法 に よ り 、 触 法 調 査 に 関 し 警 察 の 調 査 権 限 の 整 備 が 行 わ れ た こ と 等 に 伴 い 、 少 年 の

よ り 一 層 の 利 益 の 擁 護 を 図 る た め 、 少 年 及 び 保 護 者 が 弁 護 士 で あ る 付 添 人 を 選 任 で き る こ と と

な っ た 。 こ の た め 、 触 法 少 年 事 件 の 調 査 に 従 事 す る 者 は 、 付 添 人 制 度 の 教 示 及 び そ れ に 関 す る

配 慮 を 行 う こ と と し た 。  

(５ ) 質 問 上 の 留 意 事 項 （ 第 61条 ）  

ア  少 年 に 対 す る 質 問 は 、 任 意 の 供 述 を 得 る こ と を 目 的 と す る も の で あ り 、 強 制 に わ た る こ と

が あ っ て は な ら な い の は 明 ら か で あ る 。 そ の た め 、 「 分 か ら な い こ と 」 、 「 知 ら な い こ と 」

は 「 分 か ら な い 」 、 「 知 ら な い 」 と 答 え て ほ し い こ と 、 「 言 い た く な い こ と 」 は 言 わ な く て

も い い こ と 等 を 伝 え る こ と 。 こ の 場 合 に お い て は 、 少 年 に 「 正 直 に 話 を し な く て も よ い 」 と

い う 誤 っ た 意 識 を 生 じ さ せ る こ と が な い よ う に 、 個 々 の 少 年 の 状 況 等 を 踏 ま え つ つ 、 分 か り

や す く 伝 え る こ と に 配 意 す る も の と す る 。  

イ  第 ２ 項 の 「 適 切 と 認 め ら れ る 者 」 の 例 と し て は 、 少 年 の 同 居 の 親 族 、 少 年 の 在 学 す る 学 校

の 教 員 、 少 年 を 一 時 保 護 中 の 児 童 相 談 所 の 職 員 、 弁 護 士 で あ る 付 添 人 等 が 挙 げ ら れ る 。  

(６ ) 強 制 の 措 置 等 （ 第 63条 ）  

活 動 規 則 第 21条 第 １ 項 の 「 や む を 得 な い と き 」 は 厳 格 に 解 す る も の と し 、 公 安 委 員 会 が 指 定

す る 警 部 以 上 の 階 級 に あ る 司 法 警 察 員 た る 警 察 官 が 、 令 状 請 求 時 に 単 に 不 在 で あ る 場 合 な ど は

当 て は ま ら な い 。  

(７ ) 還 付 公 告 等 （ 第 64条 ）  

ア  刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 131号 ） 第 499条 第 １ 項 は 、 押 収 物 の 還 付 を 受 け る べ き 者 の 所

在 が わ か ら な い た め 、 又 は そ の 他 の 事 由 に よ っ て 、 そ の 物 を 還 付 す る こ と が で き な い 場 合 に

は 、 公 告 し な け れ ば な ら な い と 規 定 し て い る こ と か ら 、 た と え 社 会 通 念 上 無 価 物 と 認 め ら れ

る 物 件 で あ っ て も 公 告 を 行 う も の と す る 。  

イ  還 付 請 求 期 間 は 、 署 掲 示 場 に お け る 14日 間 の 掲 示 の 末 日 の 翌 日 を 初 日 と し て ６ か 月 の 期 間

を 起 算 す る 。  

ウ  公 告 は 、 調 査 を 遂 げ た 後 行 う も の と し 、 次 の い ず れ か の 場 合 に 行 う 。  

(ア ) 署 長 が 、 い わ ゆ る 「 警 察 限 り の 措 置 」 を 決 定 し た と き 。  

(イ ) 児 童 相 談 所 に 通 告 し た 場 合 で 、 児 童 相 談 所 が 家 庭 裁 判 所 に 送 致 し な い こ と が 判 明 し た

と き 。  

(ウ ) 児 童 相 談 所 に 通 告 し た 場 合 で 、 児 童 相 談 所 が 家 庭 裁 判 所 に 送 致 し た と き は 、 少 年 の 審



判 終 局 が 決 定 し た こ と が 判 明 し た と き 。  

(エ ) 児 童 相 談 所 長 に 送 致 し た 場 合 で 、 児 童 相 談 所 が 家 庭 裁 判 所 に 送 致 し な い こ と が 判 明 し

た と き 。  

(オ ) 児 童 相 談 所 長 に 送 致 し た 場 合 で 、 児 童 相 談 所 が 家 庭 裁 判 所 に 送 致 し た と き は 、 少 年 の

審 判 終 局 が 決 定 し た こ と が 判 明 し た と き 。  

(８ ) 児 童 相 談 所 長 へ の 送 致 （ 第 66条 ）  

ア  関 係 書 類  

触 法 少 年 事 件 調 査 の 結 果 、 少 年 法 第 ６ 条 の ６ 第 １ 項 各 号 に 該 当 す る と き は 、 触 法 少 年 事 件

送 致 書 （ 触 法 調 査 又 は ぐ 犯 調 査 に 関 す る 書 類 の 様 式 を 定 め る 訓 令 （ 平 成 19年 警 察 庁 訓 令 第 12

号 。 以 下 「 警 察 庁 訓 令 」 と い う 。 ） 別 記 様 式 第 32号 ） を 作 成 し 、 身 上 調 査 表 （ 犯 罪 捜 査 規 範

（ 昭 和 32年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） 別 記 様 式 第 21号 ） 及 び 調 査 に 係 る 書 類 と と も に 、 児

童 相 談 所 長 に 送 致 す る 。  

イ  送 致 先  

触 法 少 年 事 件 調 査 を 行 っ た 署 の 所 在 地 を 管 轄 す る 児 童 相 談 所 長 に 送 致 す る も の と す る 。 例

え ば 、 館 山 市 居 住 の 少 年 を 千 葉 中 央 署 に お い て 調 査 を 行 っ た 場 合 、 千 葉 市 児 童 相 談 所 長 に 送

致 す る こ と と な る 。  

ウ  送 致 方 法  

触 法 少 年 事 件 を 送 致 す る と き 、 関 係 書 類 を 追 送 す る と き 及 び 証 拠 物 を 送 付 す る と き は 、 触

法 少 年 事 件 送 致 表 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 使 用 し 、 当 該 触 法 少 年 事 件 送 致 表 に 必 要 事 項 を 記 載

の 上 、 送 致 等 の 手 続 時 、 担 当 係 員 の 受 領 印 を 徴 し 、 そ の 経 過 を 明 ら か に す る こ と 。  

(９ ) 児 童 相 談 所 へ の 通 告 （ 第 67条 ）  

少 年 を 要 保 護 児 童 （ 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ に 規 定 す る 「 保 護 者 の な い 児 童 又 は 保 護 者 に 監 護

さ せ る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 児 童 」 を い う 。 ） と し て 、 児 童 相 談 所 に 通 告 す る 必 要

が あ る と 認 め た と き は 、調 査 を 行 っ た 署 の 所 在 地 を 管 轄 す る 児 童 相 談 所 に 通 告 す る も の と す る 。

ま た 、 通 告 は 、 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 行 為 で あ り 、 調 査 過 程 に お い て 作 成 し た 調 査 に 係 る 書 類 の

添 付 を 要 し な い 。  

(10) 少 年 の 一 時 保 護 に 係 る 留 意 事 項 （ 第 68条 ）  

触 法 少 年 事 件 調 査 の 過 程 に お い て 、 そ の 少 年 が 児 童 福 祉 法 第 33条 に よ る 一 時 保 護 の 必 要 な 児

童 で あ る こ と が 判 明 し た が 、 児 童 相 談 所 が 遠 隔 地 に あ る 又 は 夜 間 に わ た る な ど の た め 、 児 童 相

談 所 長 が 直 ち に 引 き 取 る こ と が で き な い と き に 、児 童 相 談 所 長 か ら 一 時 保 護 を 委 託 さ れ た 場 合 、

警 察 に お い て 児 童 を 一 時 保 護 す る こ と が で き る 。  

警 察 が 児 童 に 一 時 保 護 を 加 え る 期 間 は 、 児 童 相 談 所 に 引 き 渡 す ま で の 必 要 最 小 限 度 で あ り 、

原 則 と し て 児 童 に 一 時 保 護 を 加 え た と き か ら 24時 間 を 超 え な い こ と 。  

８  ぐ 犯 調 査 関 係  

(１ ) ぐ 犯 調 査 を 行 う こ と が で き る 職 員 （ 第 72条 ）  

ぐ 犯 少 年 を 発 見 し た 場 合 は 、 触 法 ・ ぐ 犯 少 年 発 見 報 告 書 を 作 成 す る こ と 。 た だ し 、 他 の 報 告

書 等 に よ り ぐ 犯 少 年 が 判 明 し て い る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

(２ ) ぐ 犯 少 年 の 送 致 又 は 通 告 （ 第 76条 ）  

ぐ 犯 少 年 の 取 扱 い は 、 当 該 少 年 の 年 齢 に よ り 、 要 件 、 送 致 又 は 通 告 先 及 び そ の 方 法 が 異 な る

こ と か ら 留 意 す る こ と 。  

ア  14歳 未 満  

児 童 福 祉 法 に 基 づ き 児 童 通 告 書 （ 警 察 庁 訓 令 別 記 様 式 第 37号 ） に よ り 児 童 相 談 所 に 通 告 す

る 。 こ の 場 合 、 少 年 カ ー ド を 作 成 す る 。  

イ  14歳 以 上 18歳 未 満  

(ア ) 家 庭 裁 判 所 へ の 送 致  

緊 急 の 保 護 を 要 し 、 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に 付 す べ き 事 由 が あ る と 思 料 さ れ る ぐ 犯 少 年 は 、

ぐ 犯 少 年 事 件 送 致 書 （ 警 察 庁 訓 令 別 記 様 式 第 33号 ） に よ り 家 庭 裁 判 所 に 送 致 す る 。 こ の 場

合 、 身 上 調 査 表 及 び 少 年 カ ー ド を 作 成 す る 。  

(イ ) 家 庭 裁 判 所 へ の 通 告  

前 (ア )以 外 で 、少 年 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に 付 す べ き ぐ 犯 少 年 は 、



ぐ 犯 少 年 事 件 通 告 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 家 庭 裁 判 所 に 通 告 す る 。 こ の 場 合 、 少 年 カ

ー ド を 作 成 す る 。  

(ウ ) 児 童 相 談 所 へ の 通 告  

要 保 護 性 が 比 較 的 軽 く 、 児 童 福 祉 法 に よ る 環 境 調 整 が 効 果 が あ る と 認 め ら れ る ぐ 犯 少 年

は 、 児 童 通 告 書 に よ り 児 童 相 談 所 に 通 告 す る 。 こ の 場 合 、 少 年 カ ー ド を 作 成 す る 。  

ウ  18歳 以 上  

児 童 福 祉 法 適 用 対 象 外 年 齢 で あ る た め 、ぐ 犯 少 年 事 件 送 致 書 に よ り 家 庭 裁 判 所 に 送 致 す る 。

こ の 場 合 、 少 年 カ ー ド を 作 成 す る 。  

９  不 良 行 為 少 年 の 補 導 （ 第 81条 及 び 第 82条 ）  

(１ ) 不 良 行 為 少 年 に 対 す る 注 意 、 指 導 等  

ア  職 員 が 不 良 行 為 少 年 を 発 見 し た 場 合 は 、 そ の 不 良 行 為 の 中 止 を 促 す 等 当 該 少 年 に 対 す る 必

要 な 注 意 若 し く は 指 導 を 行 い 、 又 は 非 行 の 防 止 そ の 他 健 全 な 育 成 上 必 要 な 助 言 を 行 う も の と

す る （ 少 年 相 談 と し て 処 理 す る も の を 除 く 。 ） 。  

イ  少 年 に 対 す る 現 場 で の 注 意 又 は 指 導 の み で は 少 年 の 非 行 の 防 止 そ の 他 健 全 な 育 成 上 十 分 で

な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 保 護 者 、 学 校 関 係 者 又 は 職 場 関 係 者 （ こ の 例 規 通 達 に お い て 以 下

「 保 護 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 、 当 該 不 良 行 為 の 事 実 を 連 絡 す る と と も に 、 必 要 な 監 護 又 は

指 導 上 の 措 置 を 促 す も の と す る 。  

ウ  次 に 掲 げ る も の の ほ か 、 現 場 に お い て 保 護 者 等 に 対 す る 連 絡 を 速 や か に 行 う こ と が 必 要 と

認 め ら れ る 場 合 は 、 補 導 に 従 事 し た 職 員 、 そ の 幹 部 等 が 不 良 行 為 の 事 実 及 び 少 年 の 状 況 に つ

い て 連 絡 を 速 や か に 行 い 、 そ の 旨 を 少 年 補 導 票 に 記 載 す る こ と 。  

(ア ) 不 良 行 為 の 時 間 、 場 所 等 か ら 判 断 し て 、 少 年 が 犯 罪 被 害 を 受 け る お そ れ が あ る 場 合  

(イ ) 少 年 の 反 省 の 情 が 乏 し く 、 再 び 行 為 を 繰 り 返 す お そ れ が 大 き い 場 合  

(ウ ) 健 全 な 育 成 上 、 少 年 に 所 持 さ せ て お く こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 物 件 を 所 持 し て

い る 場 合  

エ  保 護 者 等 に 対 す る 連 絡 の 必 要 性 は 少 年 事 件 選 別 主 任 者 が 判 断 す る も の と し 、 そ の 連 絡 は 原

則 と し て 少 年 警 察 活 動 を 担 当 す る 係 （ 以 下 「 少 年 係 」 と い う 。 ） が 行 う こ と 。  

前 ウ に よ る 連 絡 が す で に 行 わ れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 少 年 事 件 選 別 主 任 者 は そ の 連 絡 が

適 正 に 行 わ れ た も の で あ る か を 確 認 し 、 特 に 必 要 と 認 め ら れ る と き は 、 少 年 係 が 保 護 者 等 に

対 す る 連 絡 を 行 う 。 ま た 、 当 該 少 年 の 在 学 す る 学 校 又 は 就 労 す る 職 場 に お け る 指 導 上 の 措 置

を 促 す こ と が 特 に 必 要 で あ り 、 か つ 、 有 効 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 学 校 関 係 者 又 は 職 場

関 係 者 に も 連 絡 す る よ う 配 意 す る 。  

(２ ) 少 年 補 導 票 の 整 理  

少 年 補 導 票 は 、 少 年 の 氏 名 を 五 十 音 換 数 表 （ 別 表 ） に よ り 換 数 し た 番 号 （ 以 下 「 氏 名 換 数 番

号 」 と い う 。 ） の 順 に 整 理 す る も の と し 、 氏 名 換 数 番 号 が 同 一 の 場 合 は 、 生 年 月 日 の 早 い も の

か ら 順 に 整 理 す る も の と す る 。  

(３ ) 少 年 補 導 票 の 保 管  

ア  少 年 補 導 票 は 、 少 年 事 件 選 別 主 任 者 が 保 護 者 等 へ の 連 絡 が 必 要 と 判 断 し 、 連 絡 を 行 っ た も

の （ 連 絡 の 必 要 が あ る と 認 め た が 連 絡 で き な か っ た も の を 含 む 。 ） に つ い て 保 管 す る も の と

す る 。  

イ  現 に 保 管 中 の 少 年 補 導 票 に 係 る 少 年 に つ い て 、 更 に 少 年 補 導 票 を 作 成 し 、 又 は 送 付 を 受 け

た と き は 、 現 に 保 管 中 の 少 年 補 導 票 と 併 せ て 保 管 す る も の と す る 。  

10 福 祉 犯 の 被 害 少 年 の 支 援 等 （ 第 89条 ）  

被 害 少 年 全 般 に 対 す る 支 援 と 同 様 に 支 援 す る こ と は も ち ろ ん の こ と 、 潜 在 性 が 高 い と い う 犯 罪

の 性 質 上 、 徹 底 し た 捜 査 及 び 検 挙 が 、 ひ い て は 被 害 少 年 の 保 護 に つ な が る 。  

し か し な が ら 、 福 祉 犯 の 被 害 少 年 は 、 精 神 的 な 未 成 熟 さ や 無 知 に つ け 込 ま れ て 被 害 に 遭 っ て い

る こ と か ら 、 そ の 再 被 害 を 防 止 す る た め に は 、 当 該 少 年 の 保 護 者 、 学 校 関 係 者 そ の 他 の 関 係 者 に

対 し 、 特 に 配 慮 を 求 め る も の と す る 。  

11 児 童 虐 待 （ 第 92条 ）  

(１ ) 児 童 虐 待 と は 、 親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で 、 児 童 を 現 に 監 護 す る も の が そ

の 監 護 す る 児 童 に 対 し 、 身 体 的 虐 待 、 性 的 虐 待 、 怠 慢 若 し く は 拒 否 又 は 心 理 的 虐 待 を 加 え る こ



と を い う 。  

ア  身 体 的 虐 待 の 例  

殴 る 、 蹴 る 、 激 し く 揺 さ ぶ る 、 熱 湯 を か け る 、 異 物 を 飲 ま せ る 、 冬 戸 外 に 閉 め 出 す 等  

イ  性 的 虐 待 の 例  

児 童 に 対 し 淫 行 を す る 、 児 童 ポ ル ノ の 被 写 体 に す る 、 性 的 暴 力 ・ 性 的 行 為 を 強 要 ・ 教 唆 す

る 等  

ウ  怠 慢 又 は 拒 否 の 例  

乳 幼 児 を 家 に 残 し た ま ま 長 時 間 外 出 す る 、 適 切 な 食 事 を 与 え な い 、 病 気 に な っ て も 医 者 に

診 せ な い 等  

エ  心 理 的 虐 待  

他 の 兄 弟 姉 妹 と 比 べ 著 し く 差 別 的 な 取 扱 い を す る 、 児 童 の 面 前 で 配 偶 者 そ の 他 家 族 等 に 対

し 暴 力 を 繰 り 返 す 等  

(２ ) 児 童 相 談 所 長 等 か ら 援 助 の 求 め を 受 け た 署 長 は 、 児 童 相 談 所 長 等 と 適 切 な 連 携 と 役 割 分 担

が 実 現 さ れ る よ う 、 個 別 事 案 に 即 し て 具 体 的 な 援 助 の 内 容 を 判 断 し 、 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の

と す る 。  

な お 、 警 察 の 行 う 援 助 は 、 児 童 福 祉 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員 が 行 う 権 限 行 使 の 補 助 で は

な く 、 警 察 官 職 務 執 行 法 そ の 他 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ っ て 措 置 を 講 ず る も の で あ る こ と に 留

意 す る こ と 。  

12 記 録  

(１ ) 呼 出 簿 及 び 令 状 請 求 簿 （ 第 95条 及 び 第 96条 ）  

生 活 安 全 課 以 外 の 課 に お い て 、 触 法 調 査 又 は ぐ 犯 調 査 の た め の 呼 出 し 又 は 触 法 調 査 に 係 る 捜

索 、 差 押 え 、 検 証 若 し く は 身 体 検 査 の 令 状 又 は 鑑 定 処 分 の 許 可 状 の 請 求 を 行 う 場 合 は 、 生 活 安

全 課 に 備 え る 呼 出 簿 又 は 令 状 請 求 簿 を 使 用 し 、 生 活 安 全 課 長 の 決 裁 を 経 て 署 長 の 決 裁 を 受 け る

も の と す る 。  

な お 、 こ れ は 調 査 を 行 う 課 の 課 長 の 決 裁 を 妨 げ る も の で は な い 。  

(２ ) 少 年 カ ー ド （ 第 97条 ）  

ア  少 年 カ ー ド を 作 成 し 、 又 は 送 付 を 受 け た と き は 、 少 年 カ ー ド 索 引 簿 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に

記 載 し て 、 そ の 処 理 の て ん 末 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  

イ  少 年 カ ー ド は 、 次 の 方 法 に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。  

(ア ) 少 年 の 氏 名 を 氏 名 換 数 番 号 の 順 に 整 理 す る も の と し 、 氏 名 換 数 番 号 が 同 一 の 場 合 は 、

生 年 月 日 の 早 い も の か ら 順 に 整 理 す る も の と す る 。  

(イ ) 現 に 保 管 中 の 少 年 カ ー ド に 係 る 少 年 に つ い て 、 更 に 少 年 カ ー ド を 作 成 し 、 又 は 送 付 を

受 け た と き は 、 現 に 保 管 中 の 少 年 カ ー ド と 併 せ て 保 管 す る も の と す る 。  

別 表 （ 第 ３ の ９ (２ )）  

五 十 音 換 数 表  

  

 １  あ  い  う  え ゑ  お を   

 ２  か  き  く  け  こ   

 ３  さ  し  す  せ  そ   

 ４  た  ち  つ  て  と   

 ５  な  に  ぬ  ね  の   

 ６  は  ひ  ふ  へ  ほ   

 ７  ま  み  む  め  も   

 ８  や  （ わ ）  ゆ  よ  （ ん ）   

 ９  ら  り  る  れ  ろ   

 ０  空 字           

注 １ ： 姓 及 び 名 の 各 頭 の ２ 音 を 組 み 合 わ せ る こ と 。  

２ ： 濁 音 及 び 半 濁 音 は 、 清 音 に 準 じ る こ と 。  

３ ： 姓 又 は 名 が １ 音 の と き は 、 ２ 字 目 を 空 字 と し て 、 ０ を 付 す こ と 。  
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以 下 別 記 様 式 省 略  


